
３）（あえて原判決からの参考引用）非常用海水系ポンプ隠しの国の主張
　　（国が責任逃れをするために繰り出した国の騙しの筋書きであり、国の引っ掛けである。） 
　　（なお、後述する最高裁判決は、国の主張に沿ったものになっています。） 
　　（下記は、原審：第二審仙台高等裁判所20200930判決文の一部分です。199頁の最後と 
　　　200頁の最初を結合してあります。）

　

　　上記の国の主張に対するコメント 
　　　　　上記に出てくる（東電の）「平成20年試算」は下記である。

　
　　　　　なお、上記に出てくる取水口前面の津波水位8.4m～10.2mはそれぞれ下記である。

　
　　　　　上記試し試算を発電所設備に当てはめた場合、どのようなことが予見可能かという 
　　　　　と、 
　　　　　①敷地東側からの津波は、発電所設備を守るための防波堤により数mは低減される 
　　　　　　ものの、非常用海水系ポンプ（津波の高さ5.4～6.1mまでに対応）が設置されて 
　　　　　　いる海抜4mの区画で最大8.4m～10.2mに達する。これにより、1号機～6号機の 
　　　　　　残留熱除去海水系ポンプが全滅し、運転中の全機が原子力緊急事態に突入し、運 
　　　　　　転中の全機がメルトダウンの危機に直面することが想定される。 
　　　　　②敷地東側からの1号機～4号機への津波は最大のものでも9.3mであるので、１号 
　　　　　　機～4号機の主要建屋のある海抜10mの敷地へ津波が流入することはない。 
　　　　　③敷地南側の津波は、発電所設備を守るための防波堤よりも南側のものであり、防 
　　　　　　波堤による低減効果がないので15.7mに達し、海抜10mの敷地へ流入する。主要 
　　　　　　建屋への影響は、敷地の南端に位置する4号機のみであり、被害は東側のように 
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　　　　　　全面的なものではなく下記のような限定的なものである。（なお、4号機の非常 
　　　　　　用ディーゼル発電機2台のうちの1台は空冷式であり、4号機建屋内ではなく運用 
　　　　　　補助共用施設に設置されているため4号機建屋内へ津波が流入したとしてもD/G 
　　　　　　本体が被害を受けることはない。）

　　

　　さて、 
　　国が上記をどのようにちょろまかして結果的に最高裁を騙すことになったかというと、 
　　・主要建屋が存在する10m盤に津波が流入して来るのは敷地南側からのみであるため、 
　　（・敷地東側から10m盤に津波が流入して来る試算にはなっていなかったものの、 
　　　　その手前の東側海抜4mの区画に津波が流入し非常用海水ポンプを全滅させる試算 
　　　　になっており、東側こそが真に対策が必要な試算結果である。 
　　・国は「津波が流入して来るのは敷地南側からのみであるため、」という言葉を使って 
　　　それが全てであるかのようにさらりと流し、重要な設備が設置されている東側海抜4m 
　　　の区画には何ら触れずに、東側海抜4mの区画の対策想起の機会を与えず、責任逃れを 
　　　しようと企んでいるのである。 
　　国が東電に命じて防潮堤を設置させていたとしても、 
　　・防潮堤が設置されるのは敷地南側のみであり、 
　　（・敷地東側に防潮堤が設置されることにはならない。） 
　　これでは、敷地東側から10m盤を超えて到来した3.11の津波の浸水を回避することはでき 
　　なかった。（そして、主要建屋への浸水が電源を喪失させ、本件事故を引き起こした。） 
　（したがって、 
　　・国が規制権限を行使して東電に対策を命じていたとしても（津波の流入が予測されてい 
　　　ない東側には対策工事は行われず）東側からの津波流入による3.11事故は防げなかった 
　　　のであるからして、 
　　・国が規制権限を行使せず東電に対策を命じていなかったからといって、国が責任を問わ 
　　　れることにはならない。したがって、国賠法１条一項に基づく損害賠償責任を負うこと 
　　　にはならない。） 
　　以上が国の主張の補足説明である。 　

　　上記は、国が仕掛けたもっともらしい罠である。（というのが当ｻｲﾄの見立てである。） 
　　事前予測による敷地東側からの9.3mの津波は、10m盤は超えないものの、10m盤より海 
　　側にある4m盤上の非常用海水系ポンプ（残留熱除去海水系ポンプ）5.4m～6.1mを全滅さ 
　　せることになり、これにより原子炉の除熱機能が失われ、モタモタしていたら炉心損傷に 
　　なる。国には規制権限を行使し技術基準適合命令を発すべき責任があった。 
　　このことは上記の国の主張ではネグレクトされ、上記の国の主張が全てであるかのような 
　　誘導をしているのである。
　　（裁判で不利になる証拠を持っていても提出義務はありませんが、相手方から求められる
　　　ことや、裁判所から文書提出命令を出されると、出さざるを得なくなります。） 
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　　東電の国の長期評価に対する対応は、国の主張するように南側に対応したものではなく、 
　　以下に示すように敷地東側の海水ポンプを意識したものになっています。 
　　つまり、国の主張は机上の空論であり、騙しの企みなのです。 
　　　（下記、別件-福島原発刑事裁判第1回公判-20170630-要旨告知された証拠より。）

　
　　　（下記、東電事故調査報告書20120620 本編pdf44枚目（23頁）の一部分）

　

　　　（下記、別件-福島原発刑事裁判第1回公判-20170630-要旨告知された証拠より。）

　

　　本津波試算は、3.11の8年前には計算が可能であったことから、3.11の8年前に規制権限を 
　　行使して東電に対して津波対策を命じていれば、上記の事柄が一気に進み、あるいは除熱 
　　機能修復の準備が出来ていて残留熱除去系を見落とすことなく3.11発災後直ちに1～3号機 
　　の除熱機能の修復に着手していれば、あるものは放射性物質の飛散が食い止められていた 
　　か、あるものは圧力容器が底抜けしたものの格納容器損壊は食い止められていたか、ある 
　　ものは炉心損傷はしたものの圧力容器の底抜けが食い止められていたか、またあるものは 
　　炉心損傷が避けられていた、そのいずれかに事故の進展が抑制されていた可能性が大きい 
　　のである。 
　　なお、安全性を重視して運転停止命令を発して対策工事をしていれば、放射性物質が飛散 
　　することはなかったのである。 
　　国の役割は大きくその責任は極めて重大なのである。 　



　　ちなみに、 
　　（下記は、原審：第二審仙台高等裁判所20200930判決文の200頁の一部分です。）

　

　　（下記は、原審：第二審仙台高等裁判所20200930判決文の201頁の一部分です。）

　
　　（下記は、原審：第二審仙台高等裁判所20200930判決文の228頁の一部分です。）
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　　確かに、残留熱除去系統を使用不能にするような原子炉にとって致命的な津波が福島第一 
　　原発に来襲していなければ放射性物質が飛散するような過酷事故は発生していなかった。 
　　しかし、残留熱除去系統を使用不能にするような原子炉にとって致命的な津波が福島第一 
　　原発に来襲したからといって放射性物質が飛散するような過酷事故への進展を防ぐことが 
　　まったく出来なかったのかといったらと決してそういう分けではなかったのです。 
　　東京電力事故調査報告書 20120620 本編（概要版）pdf35枚目 には、 
　　『　今回の事故は津波による浸水を起因として、多重の安全機能を同時に喪失したことに 
　　よって発生しており、「長時間におよぶ全交流電源と直流電源の同時喪失」』 
　　と書かれており、 
　　津波による一撃ですべての機能が同時に喪失したかのような書き振りになっていますが、 
　　事実は決してそうではありません。 
　　その証拠に、同報告書の本編に下記のような記述があるのです。 　
　　東京電力事故調査報告書 20120620 本編 pdf351枚目 に、 
　　『　今回、２,３号機については、原子炉隔離時冷却系の長時間運転に成功したが、 』 
　　と書かれています。 
　　その成功したとまで表現された長時間運転とは何時間かというと、 
　　東京電力事故調査報告書 20120620 本編 pdf346枚目 に、 
　　『 ２、３号機では、津波襲来後も原子炉隔離時冷却系（RCIC）などの高圧注水系が機能 
　　したことで、２～３日の対応時間を確保することはできた。』 
　　と書かれています。 
　　つまり、２～３日は原子炉の水位は保たれており、残留熱除去系を修復させる猶予時間は 
　　２～３日はあったということになります。 
　　そのような修復のための猶予時間の確保に成功しながら、なぜ放射性物質が飛散するよう 
　　な過酷事故への進展を阻止することが出来なかったのでしょう。 
　　その原因ついて、同報告書の本編（概要版）に下記のような、津波による不可抗力が発生 
　　したかのような書き振りの記述があります。 
　　東電事故調査報告書 20120620 本編（概要版）pdf35枚目 
　　『「長時間におよぶ非常用海水系の除熱機能の喪失」』 
　　非常用海水系の除熱機能の喪失をそのまま放っておいてそれが長時間におよべば、除熱が 
　　出来ず炉心損傷が発生し放射性物質飛散という過酷事故にまで進展しまうのは当然のこと 
　　です。 
　　既出の3月26日のテレビ会議にあったように残留熱除去系を見落としていて、残留熱除去 
　　系の修復にはまったくの手付かずのままその間に放射性物質飛散という過酷事故にまで事 
　　故は進展してしまっていたのです。 
　　当サイトの主張は、3月11日に残留熱除去系の修復に着手していれば放射性物質の飛散は 
　　抑制できたというものです。 
　　なお、3月11日に残留熱除去系の修復に着手していたとしても放射性物質の飛散を抑制す 
　　ることが出来なかったということであるならば、その出来なかったことの立証責任が、本 
　　裁判が情報的に非対称である本裁判に鑑み、国側にあることを強く主張するものである。 
　　（メモランダム：1号機は11日16時42分にバッテリーAが自然回復してICの運転が可能に 
　　　なっておりそもそも原子炉建屋内のICの２（A）弁と3（A）を手動で開ければ空中への 
　　　除熱が可能でありICタンクへのろ過水等の給水を行えば長期の除熱が可能であったこ 
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　　　と、1,2号機の計測電源は小型発電機で12日15時には復旧していたこと、3号機は代替注 
　　　水への移行に失敗しなけれは猶予期間を2日から3日へ伸ばすことが可能であったこと、 
　　　8000tのろ過水タンクの水は11日19時18分には5900tが残留していたこと、モータ電源 
　　　が喪失していても海抜40mの丘の上にあるろ過水タンクからの水頭圧差で代替注水が可 
　　　能であったこと、ろ過水タンクの水は東電が設置した導水管で坂下ダムから給水されて 
　　　いたこと、6.9kV高圧電源車は17台駆けつけていたこと、残留熱除去系の2基のモータ 
　　　は6.9kVであること、電源ケーブルはあったこと、代替モータの有無は不明、いずれに 
　　　しても2基の電動ポンプと熱交換器と配管だけのシンプルな構造だけで海水への除熱が 
　　　可能である。 
　　　なお、移行のための原子炉圧力降下は12Vバッテリー10個によりSRVを8弁以上同時に 
　　　開く急速減圧を行なうこと。） 　
　　 東京電力「福島第二原子力発電所はなぜ過酷事故を免れたのか」 
　　『 事故を免れたポイント（福島第二原子力発電所）』 
　　『 格納容器内に蒸気(熱)を溜めておける時間内に海水ポンプ等の復旧に成功した。』 　

　　津波は過酷事故の端緒に過ぎなかった。端緒に過ぎなかったものの人間は全知全能ではな 
　　いので過酷事故に至ってしまった。当然のこと過酷事故の端緒は事前に取り除いておかな 
　　ければならなかった。ハード対応にしろ、ソフト対応にしろ。 
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